
貿易・投資等ワーキング・グループ関連

提案事項名
1 - 外国人技能実習制度の対象職種・作業を拡大（介護、地場産品製造等）すること ・・・・・・・・ 1

2 - 貿易業者が輸入申告を行う税関官署を自由に選択できる制度を早期に実現すること ・・・・・・・・ 1

3 -
国家戦略特区で認められる外国人旅行者へのビザ発給要件の緩和と入管手続きの迅速化
を図る特例措置を、全国に適用拡大すること

・・・・・・・・ 2

4 -
日本の空港を経由して外国へ向かう外国人の乗継客を地方への観光客として取り込むた
め、乗継客向けの無査証入国制度を導入すること

・・・・・・・・ 2

5 -
国家戦略特区の指定地域に限られた外国人に対する外国人医師による診察と外国人看護
師による看護業務の特例措置を、国際的ビジネス拠点・外国人の生活基盤の整備、外国人
旅行者(インバウンド)の利便性向上に取り組む他の地域でも認めること

・・・・・・・・ 3

該当頁



　

1 5月9日 5月30日

外国人技能
実習制度の
対象職種・作
業を拡大（介
護、地場産
品製造等）す
ること

わが国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担う外国人技能実習制度の拡充と、わが国中小
企業の成長や地域再生に必要な人材の確保に向け、高齢化社会で需要の増大が見込まれる介
護のほか、全国各地の地場産品製造（ジュエリー製造、木材加工等）などに、外国人技能実習制
度の対象職種・作業を拡大すること。

日
本
商
工
会
議
所

法
務
省

厚
生
労
働
省

2 5月9日 5月30日

貿易業者が
輸入申告を
行う税関官
署を自由に
選択できる
制度を早期
に実現するこ
と

貿易業者が輸入申告を行う税関官署は、貨物を出し入れする保税地域などの所在地を管轄する
税関官署に限定されているが、申告手続の利便性向上・効率化のため、貿易業者が輸入申告を
行う税関官署を自由に選択できる制度を早期に実現すること。

日
本
商
工
会
議
所

財
務
省

所管
官庁

番号 受付日

所管省
庁への
検討要
請日

提案
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主体

1



　

所管
官庁
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所管省
庁への
検討要
請日

提案
事項 提案の具体的内容等 提案

主体

3 5月9日 5月30日

国家戦略特
区で認めら
れる外国人
旅行者への
ビザ発給要
件の緩和と
入管手続き
の迅速化を
図る特例措
置を、全国に
適用拡大す
ること

外国人観光客の飛躍的な増大と地域の強みを活かした観光産業の振興を図るため、国家戦略
特区で認められる外国人観光客へのビザ発給要件の緩和と入管手続きの迅速化を図る特例措
置について、全国に適用拡大すること。

日
本
商
工
会
議
所

警
察
庁

法
務
省

外
務
省

4 5月9日 5月30日

日本の空港
を経由して外
国へ向かう
外国人の乗
継客を地方
への観光客
として取り込
むため、乗継
客向けの無
査証入国制
度を導入す
ること

日本の空港を経由して外国へ向かう外国人の乗継客を、わが国、とりわけ地方への観光客として
取り込むため、韓国で認められているような乗継客向けの無査証入国制度を導入すること。

日
本
商
工
会
議
所

警
察
庁

法
務
省

外
務
省

2



　

所管
官庁

番号 受付日

所管省
庁への
検討要
請日

提案
事項 提案の具体的内容等 提案

主体

5 5月9日 5月30日

国家戦略特区
の指定地域に
限られた外国
人に対する外
国人医師によ
る診察と外国
人看護師によ
る看護業務の
特例措置を、
国際的ビジネ
ス拠点・外国
人の生活基盤
の整備、外国
人旅行者(イン
バウンド)の利
便性向上に取
り組む他の地
域でも認めるこ
と

国際的ビジネス拠点および外国人の生活基盤の整備、ならびに外国人旅行者(インバウンド)の
利便性向上を図るため、国家戦略特区の指定地域に限られた、外国人に対する日本の免許を持
たない外国人医師の診察と外国人看護師の看護業務の特例措置を、全国の希望する地域で認
めること。

日
本
商
工
会
議
所

厚
生
労
働
省

3


